
現在、再整備計画を進めている清水庁舎の検討状況について、今後定期的にお

知らせしていくためのニュースレターです。ぜひお手にとってお読みください。 
  新清水庁舎 建設検討通信 

■第４回 新清水庁舎建設検討委員会 平成29年12月13日（水）10:00～  葵消防署５階 
■第５回 新清水庁舎建設検討委員会 平成30年１月下旬 実施  どなたでも傍聴が可能です。直接会場へお越しください。 
開催状況については、議事録等各区役所に設置するほか、ホームページへも掲載していますのでそちらも併せてご覧ください。 
清水庁舎のあり方についてのホームページ  http://www.city.shizuoka.jp/153_000031.html  
今後の進捗予定について 
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清水庁舎の基本理念・基本方針を議論しました 
11月６日(月)に第３回目となる「新清水庁舎建設検討委員会」を開催しました。 
会議では、前回話し合った「どんな機能や施設が庁舎に導入されるべきか」という意見をもとに作成した「基本理念・

基本方針」の事務局案を提示し、議論いただきました。また、新庁舎の規模についての案も提示しました。 

 Vol.３ 回覧 
 

◆基本理念・基本方針（案）と基本機能に対して頂いた意見 
■安心安全の拠点 
・津波で浸水しない建物をまちの中に作ることも重要 
■行政サービスの拠点 
・車での来庁者が多い中、車でアクセスしやすいことも大

切な要素のひとつである 
■まちづくりの拠点 
・庁舎がまちづくりの拠点機能を全て担う必要性はない 
・あったらいいと思う機能と、なくてはならない機能を分け

て考えるべき 
・民間に任せる機能と、行政で行う機能を明確にする必

要がある 
・市民が使える会議室やホールは新設せずに、あるもの

を活かす形で交流空間を作ったほうがよい 
◆提示した新庁舎の規模の案 
現庁舎 新庁舎イメージ ①本庁組織は、原則として静岡庁舎に集約配置 ②清水庁舎には、区役所のほか、本庁機能の事務所等の配置を検討 
③清水区に置く新たな組織を設置 という方針を示したうえで、新庁舎の規模のイメージを以下のように提示しました。 

これらの意見を元に、基本理念・基本方針を修正し、 
次回の検討委員会で再提示します。 


